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右
の
質
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主
意
書
を
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る
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一 

 



 

一 

建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
長
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
十
九
日
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
、
空
港
公

団
と
い
う
）
に
対
し
て
、
千
葉
市
検
見
川
町
五
丁
目
三
百
三
十
一
番
地
先
の
道
路
占
用
許
可
（
建
関
道
政
第
九
十

三
号
）
を
与
え
た
（
以
下
、
本
件
許
可
と
い
う
）
。
本
件
許
可
の
占
用
期
間
は
、
許
可
日
か
ら
昭
和
五
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
2 

本
件
許
可
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
に
変
更
さ
れ
た
事
項
が
あ
れ
ば
、
そ
の
事
項
と
変
更
年
月
日
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。 

1 

本
件
許
可
の
対
象
で
あ
る
場
所
は
、
空
港
公
団
が
、
昭
和
四
十
六
年
八
月
に
公
表
し
た
航
空
燃
料
輸
送
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
（
以
下
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
と
い
う
）
計
画
の
、
通
称
水
道
道
路
ル
ー
ト
が
国
道
十
四
号
線
を

横
断
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
か
。 

航
空
燃
料
輸
送
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
係
る
道
路
占
用
許
可
及
び
標
識
板
建
植
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

二 

空
港
公
団
は
、
昭
和
五
十
年
二
月
末
頃
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
千
葉
市
内
既
設
部
分
の
路
上
に
パ
イ
プ
ラ 

6 

占
用
者
が
使
用
し
な
い
こ
と
を
公
言
し
た
道
路
占
用
許
可
を
放
置
す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

5 

本
件
許
可
に
係
る
道
路
占
用
料
徴
収
の
有
無
と
金
額
を
年
度
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

4 

空
港
公
団
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
に
行
わ
れ
た
運
輸
大
臣
と
千
葉
市
長
の
会
談
の
結
果
に
基
づ
き
、
水
道

道
路
ル
ー
ト
を
放
棄
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

3 
本
件
許
可
の
時
点
で
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
対
し
、
三
年
間
を
超
え
る
占
用
期
間
を
与
え
る
こ
と
は
適

法
で
あ
つ
た
か
。 

こ
の
と
き
以
来
、
本
件
許
可
の
占
用
目
的
は
占
用
者
に
と
つ
て
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
建
設
省

関
東
地
方
建
設
局
長
が
、
こ
の
事
実
を
法
的
に
公
式
に
承
知
し
た
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

当
時
の
道
路
法
施
行
令
に
か
ん
が
み
回
答
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

4 

今
の
時
期
に
、
空
港
公
団
が
突
然
に
建
植
し
た
標
識
板
に
よ
つ
て
、
こ
の
二
年
間
の
法
廷
（
昭
和
五
十
年

千
葉
地
裁
ワ
第
四
百
五
十
二
号
事
件
）
に
お
け
る
新
ル
ー
ト
未
決
定
と
の
説
明
を
信
じ
て
い
た
地
区
住
民 

は
、
千
葉
市
内
既
設
部
分
に
関
す
る
新
し
い
措
置
で
は
な
い
か
と
脅
威
を
感
じ
て
い
る
。 

3 

標
識
板
は
、
海
岸
法
第
八
条
に
基
づ
く
海
岸
保
全
区
域
内
施
設
等
新
設
許
可
を
得
て
建
植
し
た
も
の
で
あ

る
の
か
。 

2 

標
識
板
は
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
第
十
五
条
第
三
項
に
基
づ
く
技
術
基
準
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
。
満
た
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
標
識
板
建
植
の
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 
標
識
板
を
こ
の
時
期
に
建
植
し
た
理
由
は
何
か
。
そ
の
理
由
は
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
工
事
終
了
後
四
年

間
を
経
た
、
本
年
二
月
頃
突
然
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
。 

イ
ン
の
存
在
を
示
す
標
識
板
（
以
下
、
標
識
板
と
い
う
）
を
建
植
し
た
。 

標
準
板
建
植
に
よ
つ
て
、
新
ル
ー
ト
の
既
成
事
実
化
を
謀
る
こ
と
が
空
港
公
団
の
本
意
で
な
い
と
す
る
な 

五 

 



 

 

六 

ら
ば
、
何
ら
か
の
方
法
で
、
空
港
公
団
は
、
地
区
住
民
に
対
し
、
本
意
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

政
府
の
所
見
を
承
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


